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１ はじめに 
 

１．１ サービスの概要 

 
本サービスでできること 概要 

でんさいで支払う 代金支払等の目的で、相手先に対してでんさいを発生させます。あらかじめ
指定する支払期日に自動的に、お客さまの口座から取引先へ送金されま
す。当日すぐに発生させるほか、予定日を指定して発生の予約が可能です。 

でんさいを受け取る 受け取ったでんさいを確認することができます。 
お客さまを指定して支払われたでんさいは、支払期日になると自動的に入金
されます。 

でんさいを譲渡する 手形と同様に、受け取ったでんさいを第三者に譲渡します。譲渡する際に、で
んさいの全部を譲渡するか、一部を譲渡するか指定することができます。 

１．２ ご利用にあたって 

 
 ここでは、サービスのご利用にあたって重要なことや、ご留意いただきたいことをご説明しています。 

項目 内容 
利用者番号 金融機関にでんさいの利用を申し込むと通知される、英数字 9桁の番号です。 

でんさいの利用には利用者番号が必要となるため、あらかじめお取引先との間で、
相互に利用者番号・口座番号をお知らせください。 

ご利用可能時間 サービスのご利用可能時間については、当庫ホームページをご確認ください。また、
当日付の取引がご利用いただけない時間帯がありますので、ご留意ください。 

取引の流れ 本サービスで利用できる取引には、承認者による承認が必要なもの（承認対象
取引）と、不要なもの（承認不要取引）があります。 
また、取引によっては、支払等の相手方の承諾が必要となるもの（承諾対象取
引）があります。 
 承認対象業務 

担当者による内容入力と、承認者による承認を経て実行される業務であり、
でんさいの支払、譲渡等がこれにあたります。 

 承認不要業務 
担当者・承認者の区別なく実行可能な業務であり、各種の照会業務が該
当します。 
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 承諾対象業務 
取引の相手方の承諾が必要となる業務であり、受取側から支払側へでんさ
い支払の依頼をする場合などが該当します。 

承認パスワード 承認者が取引を承認する際には、でんさい独自のパスワードである「承認パスワー
ド」が必要となります。 
承認パスワードは、各ユーザが自身で設定します。 

ヘルプリンク 

 

でんさい独特の用語等については、項目の右側に表示される︖マークにカーソルを
合わせることで、各項目の解説を確認することができます。 
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２ でんさいで支払う（発生記録 債務者請求） 
 

２．１ 支払内容を入力する 

 
担当者はでんさいの登録に必要な項目を入力し、承認依頼を行います。承認者が依頼内容を承認することで、支払の
登録が完了します。 
振出日（電子記録年月日）は当日または未来日付を入力することができます。 
なお、未来日付を入力した場合は予約取引となり、入力した日付が発生日（電子記録年月日）になります。 

 操作の流れ  

①    「でんさいで支払う」のメニューをクリックし、表示されるサブメニュー「でんさいで支払う」をクリックします。 

 
    ※「でんさいで支払を依頼する」メニューは表示されない場合があります。 
 
②  でんさい支払画面が開きます。「支払内容を入力する」をクリックします。 
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③ でんさい支払 内容入力画面が開きます。内容を入力して「確認」をクリックします。 
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この画面では、各ボタンをクリックして以下の情報を選択することができます。 
ボタン 説明 

取引先選択 取引先を登録している場合は、取引先一覧から相手先（受取人）に指定する
取引先を選択することができます。取引先を登録していない場合は、「直接入
力」にチェックを入れ、各項目を直接入力してください。 

金融機関選択 金融機関一覧、および支店一覧から取引に利用する金融機関、支店を選択す
ることができます。 

 
この画面の主な入力項目は以下のとおりです。 

項目 説明 
支払期日 「振出日（電子記録年月日）」の２営業日後の翌日から、10 年先の日付ま

で指定可能です。 
ただし、「振出日（電子記録年月日）」が非営業日の場合は、3 営業日後の
翌日からとなります。 

振出日（電子記録年
月日） 

でんさいの登録（記録）日です。 
当日から 1 ヶ月後まで指定が可能です。 

請求者 Ref.No. 半角英大文字、半角数字、半角記号（「(」、「)」、「-」、「.」の 4種類のみ）で
40文字以内です。 

譲渡制限有無 譲渡制限とは、支払人が、受取人がでんさいを譲渡できないように行う制限で
す。 
「無」を選択した場合、受取人は受け取ったでんさいを制限なく譲渡できます。 
「有」を選択した場合、受取人は金融機関に対してのみ譲渡できます。 

利用者番号 
 

金融機関にでんさいの利用を申し込むと通知される、英数字 9桁の番号です。 
ここでは、受取人の利用者番号を入力します。 
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④  でんさい支払 内容確認画面が開きます。「内容を確認しました」にチェックを入れて「承認依頼」をクリックします。 
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でんさい支払の承認依頼の手順は以上となります。 
なお、登録内容を承認者が承認しなければ、でんさいは発生されませんのでご注意ください。 
承認者の手順については、「5 個別承認／差戻しする」を確認してください。 

⑤  でんさい支払 承認依頼確定画面が開きます。「印刷」をクリックすると、帳票を印刷することができます。 
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３ でんさいを譲渡する（譲渡記録） 
 

３．１ 譲渡内容を入力する 

 
担当者は必要な項目を入力し、承認依頼を行います。承認者が依頼を承認することで譲渡が完了します。 
譲渡日は当日または未来日を入力することができます。 
なお、未来日を入力した場合は、予約取引となります。実際にでんさいが譲渡される日付は入力した譲渡日となります。 
未来日に発生予定のでんさいについても、譲渡予約をすることが可能です。 
 
 振出日より以前を譲渡日に指定することはできません。 
 既に譲渡予約中のでんさいに、重ねての譲渡予約はできません。 

 

 操作の流れ  

①    「でんさいを譲渡する」メニューをクリックし、表示されるサブメニュー「譲渡内容を入力する」をクリックします。 
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②    でんさい譲渡 対象でんさい検索画面が開きます。検索条件を入力して「検索」をクリックします。 
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③      譲渡対象でんさい一覧が表示されます。「詳細」をクリックすると、でんさい情報を別画面で表示することが 
できます。譲渡するでんさいの「選択」をクリックします。 
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④   でんさい譲渡 内容入力画面が開きます。内容を入力して「確認」をクリックします。 
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この画面の主な入力項目は以下のとおりです。 

項目 説明 
譲渡日 譲渡の登録（記録）日で、1 ヶ月先の日付まで指定が可能です。 
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⑤   でんさい譲渡 内容確認画面が開きます。「内容を確認しました」にチェックを入れて「承認依頼」をクリックします。 

 

 

選択したでんさいに譲渡制限がされて

いる場合、表示されます。 
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でんさい譲渡の承認依頼の手順は以上となります。 
なお、登録内容を承認者が承認しなければ、でんさいは譲渡されませんのでご注意ください。 
承認者の手順については、「5 個別承認／差戻しする」を確認してください。 
 

⑥   でんさい譲渡 承認依頼確定画面が開きます。「印刷」をクリックすると、帳票を印刷することができます。 
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４ でんさいを確認する（開示） 
 

４．１ でんさいを確認する（開示） 

 
検索条件を指定し、保有するでんさい（または、払い出したでんさい）情報を即時で確認する手順をご説明します。 
 
 でんさい確認（開示）において、確認可能な上限件数は 200件までとなります。 
 確認可能件数の上限を超過した場合は、検索条件を変更し、対象でんさいを絞り込み後、再検索を行っ

ていただくか、詳細条件にて「でんさいを一括で確認する」を選択し、検索してください。 

 

操作の流れ  

①    「でんさい確認する」メニューをクリックし、表示されるサブメニューで、「でんさいを確認する」をクリックします。 

  

  



17 
 

②   でんさい確認（開示）条件入力画面が開きます。内容を入力して、「検索」をクリックします。 

 

 
この画面では、各ボタンをクリックして以下の情報を選択することができます。 
ボタン 説明 
ご利用のでんさい口座
選択 

でんさい口座一覧から取引に利用するでんさい口座を選択することができます。 
登録されている口座がおひとつの場合、自動的に登録されているでんさい口座の情
報が入力されます。 

支店選択 支店一覧から取引に利用する支店を選択することができます。 
詳細条件を指定 詳細な条件を設定し、対象のでんさいを検索することができます。 

なお、詳細条件を設定しない場合、支払期日が本日以降の現在保有しているで
んさい情報が検索されます。 
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③    でんさい確認結果一覧画面が開きます。受け取ったでんさい一覧が表示されます。 
「詳細」をクリックすると、でんさいの内容を別画面で表示することができます。 
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この画面では、各ボタンをクリックして以下の操作を行うことができます。 
ボタン 説明 

でんさい一覧印刷 確認結果を、一覧形式で印刷できます。 
確認結果印刷 確認結果の詳細を印刷できます。 
ダウンロード（ＣＳ
Ｖ形式） 

確認結果をカンマ区切りのファイルでダウンロードできます。 

ダウンロード（共通フ
ォーマット形式） 

確認結果を全銀規定の固定長形式のファイルでダウンロードできます。 

 
   支払ったでんさいやでんさいの履歴情報等を確認したい場合は、でんさい確認（開示）条件入力 

画面で「詳細条件を指定」ボタンをクリックして、以下の画面から検索条件を入力してください。 
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この画面では、各ボタンをクリックして以下の情報を選択することができます。 
項目 説明 

でんさいにおける立場 取引を行う人（請求者）の立場を指しています。以下のいずれかを示します。 
・受取人︓でんさい（債権）の受取人（債権者）を指しています。 
・支払人︓でんさい（債権）の支払人を指しています。 
・保証人︓でんさい（電子記録債権）に登録（記録）された保証人を指して
います。 
・支払等記録における支払者（支払人）︓支払等記録における支払者が、支
払人（債務者）であることを指しています。 
・支払等記録における支払者（保証人）︓支払等記録における支払者が、支
払人（電子記録保証人）であることを指しています。 
・支払等記録における支払者（第三者）︓支払等記録における支払人が、第
三者であることを指しています。 
・差押債権者(利用者)︓でんさい（電子記録債権）に対して強制執行等の
登録（記録）により差押を行う者を指しています。 

承認日 本日以前を指定してください。指定可能な期間は１ヶ月間以内です。 
譲渡記録有無 でんさい譲渡（譲渡記録）とは、でんさい（電子記録債権）を第三者に譲渡

することです。ここでは、過去に当該でんさい（電子記録債権）が譲渡されたか
否かを示します。 

強制執行等記録有無 強制執行等（強制執行等記録）とは、でんさい（電子記録債権）に対して
法令等にもとづく強制執行（不渡りや差し押さえ等）、滞納処分その他処分が
なされ、裁判所等からでんさいネットにこれらの処分に係る書類の送達を受けた
場合に、でんさいネットが登録する情報です。ここでは、過去に当該でんさい（電
子記録債権）が強制執行された記録があるか否かを示します。 

支払等記録有無 口座間送金決済以外の方法で、でんさい（電子記録債権）の支払（弁済）
結果を登録（記録）することです。ここでは、過去に当該でんさい（電子記録
債権）が支払等記録されたか否かを示します。 

信託記録有無 過去に当該でんさい（電子記録債権）に信託が登録（記録）されたか否かを
示します。 

期間指定 取消が可能なでんさい（電子記録債権）を抽出する場合、「確認期間中」を
指定してください。 

 

 

 

でんさいを確認する（開示）手順は以上となります。 
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５ 個別承認／差戻しする 
 
担当者が承認依頼したでんさいに対して、承認者が承認（または差戻し）を行います。 
対象業務はでんさいの支払、譲渡等となります。 
承認者が承認手続きを行うことで、担当者が入力したでんさいの情報が電子記録債権記録機関（でんさいネット） 
のシステムに記録され、でんさいの支払等の取引が完了します。 
 承認を行う際、承認パスワードが必要となります。 

 

５．１ 個別承認／差戻しする 

 

 操作の流れ  

①  「トップ」メニューをクリックして表示されるトップ画面で、「承認待ち」をクリックします。 
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②  承認待ち一覧画面が開きます。承認を行う取引の「選択」をクリックします。 
 また検索条件の「開く」をクリックして検索条件を入力すると、表示される承認待ち一覧を絞り込むことが可能です。 
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③  承認待ち画面（下の表示例ではでんさい支払承認待ち画面）が開きます。 
 承認をする場合には、「内容を確認して承認します」のチェックボックスが表示されている場合、チェックを入れ、  
 「承認パスワード」を入力し、「承認」をクリックします。 
差し戻しする場合には、「承認パスワード」を入力せずに、「差戻し」をクリックします。 

 

 
※二重取引防止等のため、「内容を確認して承認します」のチェックボックスが表示されることがあります。 
 チェックボックスが表示されている場合、承認する際には、チェックが必須となります。 
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④  承認を行った場合、承認完了画面が開きます。「印刷」をクリックすると、帳票を印刷することができます。 

    

    

⑤  差戻しを行った場合、差戻し完了画面が開きます。担当者へ承認依頼した取引の修正や削除を指示してください。  
「印刷」をクリックすると、帳票を印刷することができます。 

 

 

 
承認依頼の承認・差戻しが完了となります。 
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 検索条件の「開く」をクリックすると検索条件の入力画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索」をクリックす
ると、表示される承認待ち一覧を絞り込むことが可能です。 

 
 

この画面では、各ボタンをクリックして以下の情報を選択することができます。 
ボタン 説明 

ご利用のでんさい口座選
択 

でんさい口座一覧から取引に利用するでんさい口座を選択することができます。 

支店選択 支店一覧から取引に利用する支店を選択することができます。 
ユーザ選択 ユーザ選択一覧から取引に利用するユーザを選択することができます。 

 
この画面の主な入力項目は以下のとおりです。 

項目 説明 
請求番号 取引を一意に特定できる番号です。 

担当者から承認依頼を受けた際、印刷された帳票等で請求番号が確認できる
場合には、直接入力して対象のでんさいを検索することが可能です。 

５．２ 差戻されたでんさいを修正、または削除する（担当者） 
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 操作の流れ  

① 「トップ」メニューをクリックして表示されるトップ画面で、「差戻し中」をクリックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 差戻し中一覧画面が開きます。 
対象の取引を確認し、修正を行う場合には、「修正」を、削除を行う場合は「削除」をクリックします。 
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差し戻されたでんさいの修正、または削除が完了となります。 
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